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国の被災者支援は不十分
支援対象を広げるよう市は要望を

市
の
住
宅
修
繕
補
助

申
請
期
限
延
長
の
方
向

台
風
で
の
高
槻
市
の
山
林
被
害

国
の
激
甚
災
害
に
指
定
さ
れ
ま
し
た

12月に共産党市議団がおこなった被災者支援、災害対策についての要望

2019 年度の災害関連の施策と予算について
要望書を市長に提出（12月 3日）

　
地
震
や
台
風
で
被
害
に

あ
っ
た
住
宅
の
修
繕
費
用

に
対
す
る
市
独
自
の
補
助

制
度
と
し
て
７
月
30
日
か

ら
受
付
を
開
始
し
た
「
一

部
損
壊
等
住
宅
修
繕
支

援
」︵
修
繕
費
用
30
万
円

以
上
で
３
万
円
、
修
繕
費

用
50
万
円
以
上
で
５
万
円

を
補
助
︶
は
11
月
時
点
で

２
３
２
５
件
の
申
請
が
あ

り
ま
し
た
。

　
補
助
制
度
の
締
め
切
り

は
来
年
の
３
月
末
で
す

が
、
市
内
に
は
今
で
も
ブ

ル
ー
シ
ー
ト
が
か
か
っ
て

い
る
住
宅
が
多
く
、
期
限

ま
で
に
工
事
が
終
わ
ら
な

い
と
の
声
が
多
数
あ
が
っ

て
い
ま
す
。

　
11
月
４
日
の
市
議
会
本

会
議
で
、
市
は
「
申
請
期

限
の
延
長
は
必
要
だ
と
考

え
て
い
る
。
状
況
を
踏
ま

え
て
対
応
を
取
る
」
と
表

明
し
ま
し
た
。

　
激
甚
災
害
に
指
定
さ
れ

た
こ
と
で
、
国
が
50
％
、

大
阪
府
16
・
６
％
、
高
槻

市
30
％
、
森
林
組
合
３
・

４
％
の
負
担
割
合
で
被
害

面
積
の
２
割
を
復
旧
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
道
路
や
河
川
、
民
家
に

近
い
と
こ
ろ
は
、
５
年
間

で
復
旧
す
る
予
定
で
す
。

　
し
か
し
、
大
阪
府
の
森

林
組
合
へ
の
補
助
が
高
槻

市
の
約
半

分
で
あ
る

こ
と
も
問

題
で
す
。

　
被
災
者
生
活
再
建
支
援

制
度
は
、
全
壊
、
大
規
模

半
壊
、
半
壊
と
判
定
さ
れ

た
世
帯
に
対
し
て
、
住
宅

の
再
建
方
法
に
応
じ
て
、

最
高
で
３
０
０
万
円
を
助

成
す
る
制
度
で
す
。た
だ
、

「
半
壊
」
世
帯
に
は
、「
住

宅
を
や
む
を
え
ず
解
体
し

た
世
帯
」
と
の
条
件
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
「
敷

地
に
被
害
が
生
じ
る
な
ど

し
て
、
そ
の
ま
ま
に
し
て

お
く
と
非
常
に
危
険
で
、

修
理
す
る
に
は
あ
ま
り
に

も
高
い
経
費
が
か
か
る
た

め
住
宅
を
解
体
し
た
場

合
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

と
て
も
あ
い
ま
い
な
基
準

で
す
。

　

12
月
４
日
の
市
議
会

で
、
市
に
対
し
「
半
壊
で

住
宅
を
解
体
し
た
世
帯

に
、
こ
ん
な
要
件
を
付
け

ず
に
助
成
金
を
支
給
す
る

べ
き
」、「
北
部
地
震
の
約

99
％
が
一
部
損
壊
の
被

害
。
一
部
損
壊
も
対
象
に

す
べ
き
」
と
国
に
要
望
す

る
こ
と
を
求
め
ま
し
た
。

１、災害関係の予算
・被災者生活再建支援法の適用が受けられた世帯や、解体世帯と認められ
なかった世帯についても、生活再建に向けた相談をきめ細かくすること。

・一部損壊の住宅改修の補助申請については、来年4月以降も継続すること。
・国民健康保険、介護保険での災害減免を来年度も引き続き実施すること。
・民間ブロック塀撤去補助について、受けやすいようにすること。
・大阪府の被災者生活再建支援法と同等の補助を、台風 21 号の被害にも
適用されることを 12 月府議会で提案される。市でも 12 月議会で予算
措置をすること。

２、小・中学校、公共施設の老朽化対策
　老朽化の調査をし、優先順位をつけ対策を講じること。

３、台風 21号での山林被害への対策
　激甚災害の指定を受け、森林被害復旧事業に取り組まれますが、道路や河
川、民家に面している、123 ㌶被害面積の 2割だけです。それ以外の被害山
林の復旧については、国や大阪府に要望するとともに、市としても再生の計
画を作成すること。
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バ
ス
停
へ
の
上
屋
根
、
ベ
ン
チ
の
設
置
を

「
枚
数
を
増
や
し
て
、
所
得
制
限
が
厳
し
す
ぎ

る
」
の
声

重
度
障
が
い
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券

特
別
支
援
教
育
の
充
実
を

この間お聞き
した

市民の声

　
市
バ
ス
を
利
用
さ
れ
る

方
か
ら
、
バ
ス
停
に
ベ
ン

チ
や
上
屋
テ
ン
ト
が
欲
し

い
と
い
う
要
望
を
お
受
け

し
ま
す
。
交
通
部
に
要
望

す
る
の
で
す
が
、
な
か
な

か
実
現
し
な
い
ケ
ー
ス
が

多
い
状
況
で
す
。

　
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
の
規

定
で
、
ベ
ン
チ
の
場
合
、

歩
道
の
幅
が
２
．
５
㍍
以

上
、
テ
ン
ト
は
３
㍍
以
上

の
幅
が
な
い
と
設
置
が
で

き
ま
せ
ん
。

　
最
近
で
は
高
齢
化
が
進

み
、
地
域
に
よ
っ
て
は
医

大
や
高
槻
病
院
へ
の
通
院

な
ど
の
た
め
に
、
バ
ス
に

乗
ら
れ
る
高
齢
の
方
が
増

え
て
い
ま
す
。

　

ベ
ン
チ
に
つ
い
て
は
、

上
屋
の
下
へ
の
設
置
が
原

則
と
の
こ
と
で
す
が
、
バ

ス
停
に
ベ
ン
チ
だ
け
設
置

さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま

す
。
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
た

め
に
も
、
狭
い
歩
道
を
広

げ
る
な
ど
の
整
備
が
必
要

で
す
。
市
に
対
し
て
は
、

必
要
な
と
こ
ろ
に
ベ
ン
チ

が
置
け
る
よ
う
に
柔
軟
に

対
応
す
る
よ
う
求
め
て
い

ま
す
。

　

特
別
支
援
教
育
は
児

童
一
人
一
人
の
障
害
に

応
じ
た
専
門
的
な
指
導

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、

障
が
い
克
服
や
改
善

を
図
る
た
め
の
場
所

で
す
。

　

特
別
支
援
学
級
に

在
籍
す
る
児
童
生
徒

は
小
中
学
校
合
わ
せ

て
、
昨
年
度
は
１
５
７
０

人
。
２
０
１
３
年
度
で

は
、
１
０
８
５
人
で
、

４
８
５
人
の
子
ど
も
が

増
え
て
い
ま
す
。

　
特
別
支
援
教
育
の
対
象

と
な
る
児
童
生
徒
数
が
増

加
し
て
い
る
な
か
、
一
人

一
人
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
を

把
握
し
、
必
要
な
支
援
を

行
う
た
め
に
支
援
体
制
の

整
備
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

現
行
の
特
別
支
援
教
育
は

２
０
０
７
年
に
、
発
達
支

援
の
子
ど
も
を
新
た
に
特

別
支
援
の
対
象
に
加
え
ま

し
た
。
し
か
し
、
従
来
の

障
害
児
教
育
の
予
算
・
人

員
の
ま
ま
ス
タ
ー
ト
し
ま

し
た
。
そ
の
た
め
、
国
の

教
員
配
置
基
準
で
は
対
応

で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
市

は
独
自
に
「
特
別
支
援
教

育
支
援
員
」
を
配
置
し
て

い
ま
す
。
本
来
、
必
要
な

予
算
と
人
員
の
確
保
は
国

が
責
任
を
持
つ
べ
き
こ
と

で
す
。
国
に
対
し
て
加
配

を
も
っ
と
増
や
す
よ
う
求

め
る
必
要
が
あ
る
と
主
張

し
て
い
ま
す
。

　
タ
ク
シ
ー
券
は
初
乗
り

料
金
が
無
料
と
な
る
制
度

で
す
。
対
象
者
の
所
得
要

件
を
、
２
０
１
３
年
に
市

民
税
所
得
割
課
税
世
帯
を

対
象
外
と
す
る
制
度
改
正

を
行
い
ま
し
た
。
所
得
基

準
を
緩
和
す
る
こ
と
を
求

め
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
介
護
タ
ク
シ
ー

を
使
っ
て
病
院
に
行
く
場

合
は
、
家
族
の
同
乗
が
介

護
保
険
で
認
め
ら
れ
ず
、

重
度
障
が
い
者
で
す
か
ら

車
椅
子
で
、
複
数
の
病
院

に
通
っ
て
い
る
人
も
お
ら

れ
ま
す
。
１
か
月
４
枚
、

最
大
で
年
間
48
枚
ま
で
交

付
さ
れ
ま
す
が
、
１
回
出

掛
け
る
と
往
復
で
２
枚
使

う
の
で
、
月
に
す
る
と
月

２
回
し
か
外
出
で
き
な
い

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、
タ
ク
シ
ー
利
用
券

48
枚
で
は
足
り
な
い
と
の

声
を
お
聴
き
し
ま
す
。

　
愛
知
県
知
立
市
の
障
が

い
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
料
金

助
成
利
用
券
は
、
リ
フ
ト

付
き
車
両
・
ス
ト
レ
ッ

チ
ャ
ー
装
着
ワ
ゴ
ン
な
ど

の
福
祉
タ
ク
シ
ー
を
常
に

利
用
す
る
方
、
１
週
間
に

２
回
以
上
医
療
機
関
に
通

院
す
る
方
に
は
倍
の
枚
数

72
枚
を
交
付
し
て
い
ま

す
。
高
槻
市
で
も
利
用
者

の
実
態
に
見
合
っ
た
改
善

を
す
る
べ
き
で
す
。

タクシー利用券の対象者

①身体障がい者手帳（ア又はイのいず
れかに該当している方）
ア、肢体・視覚・心臓・じん臓・呼
吸器・免疫・肝臓の障がいによる
総合等級が 1級又は 2級
イ、体幹機能障がい 3級
②療育手帳 A
③精神障がい者保健福祉手帳 1級
※市町村民税所得割非課税世帯である
こと

※①から③のいずれかの障がい者手帳
を所持していること


